
 

 

バイクで帰宅途中に居眠

り運転で事故死した従業員

の遺族が、原因は過重労働だ

として会社に損害賠償を求

めた事件で、会社が 7,590万

円支払うこととなりました。

従業員は約 22 時間の徹夜勤

務明けで、事故前１カ月の時

間外労働は約 90時間でした。 

◆裁判官は通勤中の会社の

安全配慮義務に言及 

上記事件で、裁判所は、通

勤時にも会社は社員が過労

による事故を起こさないよ

うにする安全配慮義務があ

ると認定し、公共交通機関の

利用を指示するなどして事

故を回避すべきであったと

指摘しています。 

和解の内容には、再発防止

策として勤務間インターバ

ル制度の導入、男女別仮眠室

の設置、深夜タクシーチケッ

トの交付などの実施も盛り

込まれました。これまで通勤

中の事故で会社の責任を認

めたものはほとんどなかっ

たため、会社の安全配慮義務

が従業員の通勤についても

認められることを示した画

期的な判断とされています。 

◆「労働時間把握」だけでは

リスクを回避できない 

働き方改革法では、労働時

間把握が使用者の義務とし

て課されることとなりまし

た。 

しかし、会社に求められる

のは、省令に定める方法に

より労働時間を記録等する

だけでなく、過労状態で従

業員が事故を起こさないよ

うな具体的対策を講じるこ

とであると認識する必要が

あるでしょう。 

 

人手不足で増えている「自

己都合退職トラブル」 
◆自己都合退職トラブルと

は 

退職の意思を会社に伝え

ようとする従業員に対し、会

社が退職を認めないという

「自己都合退職トラブル」が

増加しています。「上司が面

談に応じない」「退職届を受

理しない」「離職票さえ渡さ

ない」「有給休暇を取得させ

ない」「辞めた場合は損害賠

償請求すると脅迫する」など

がその代表例です。 

◆解雇トラブルの相談件数

と逆転 

昨年度、都道府県労働局お

よび労働基準監督署に寄せ

られた民事上の個別労働紛

争相談のうち、「自己都合退

職」は２番目に多い 38,954件

でした。この件数は直近 10年

間で増え続けており、平成 27

年度を境に「解雇」を上回っ

ています。かつての不況下に

おいては解雇トラブルがよ

くみられましたが、人手不足

のいまは自己都合退職トラブ

ルが多い時代です。この傾向

はしばらく続くでしょう。 

◆民法上は２週間で退職でき

る 

労働者は法律上、期間の定

めのない雇用の場合、いつで

も雇用の解約の申入れをする

ことができます。また、会社

の承認がなくても、原則とし

て解約の申入れの日から２週

間を経過したとき、雇用契約

は終了します（民法 627条１

項）。就業規則の「退職」の

項目においては、業務の引継

ぎ等の必要性から、「退職希

望日の少なくとも１カ月前に

退職届を提出」等と規定する

ことも多いですが、この規定

のみを理由に退職を認めない

ということはできません。 

◆従業員の退職でもめないた

めに 

一度退職を決意しその意思

を表明している従業員に対

し、慰留・引き留めを行った

ところでさほど効果はないも

のですし、度を過ぎれば前述

のような法的案件にもなりか

ねません。くれぐれも感情的

な対応はせず、淡々と引継ぎ

や退職手続をさせましょう。 

従業員が自己都合退職に至る

動機はさまざまですが、そも

そも「辞めたい」と思わせな

い会社づくりも大切です。 

 

 

が年次有給休暇を１日も取

得しておらず、また年次有

給休暇をほとんど取得して

いない労働者については長

時間の比率が高い実態にあ

ることを踏まえ、年５日以

上の年次有給休暇取得が確

実に進む仕組みを導入する

こととしたものです。年次

有給休暇については、ワー

ク・ライフ・バランス推進

官民トップ会議において策

定された「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」

において、2020年までにそ

の取得率を 70％とすること

が目標として掲げられてい

ます。 

◆厚労省がリーフレット作

成 

厚生労働省は、作成した

リーフレットのなかで、

「計画的付与制度の活用」

「チームのなかで情報共有

を図っての休みやすい職場

環境づくり」「土日祝日に

プラスワンした連続休暇取

得の促進」などを掲げ、そ

の具体的な手法と効果を紹

介しています。来年度にな

って慌てて対策を講じなく

てすむよう、いまから具体

的な制度設計と運用方法を

検討しておきましょう。 

従業員の通勤事故リス

ク、対策を取っています

か？ 
◆会社が通勤時の事故発生

をめぐり責任追及されるケ

ースが増加 

10月１日、事故死したトラ

ック運転手の遺族が、原因は

過重労働だとして会社に約

１億円の損害賠償を求める

訴えを起こしました。 

同様に、通勤途中で発生し

た事故をめぐり会社が責任

追及されるケースが増えて

います。 

◆上司も書類送検されたケ

ース 

2017年 10月、業務で公用

ワゴン車を運転中に兵庫県

川西市選挙管理委員会の職

員が５人を死傷させる事故

が発生しました。職員は、当

時、参議院選挙対応で約１カ

月間休みがなく、200時間超

の時間外労働を行っていま

した。職員は自動車運転処罰

法違反（過失致死傷）で書類

送検され、また過労状態を知

りながら運転を命じたとし

て、上司も道路交通法違反

（過労運転下命）で書類送検

されています。 

◆裁判で和解が成立したケ

ース 

10月は「年次有給休暇取

得促進期間」です 
◆「年次有給休暇取得促進

期間」とは 

厚生労働省は、年休を取得

しやすい環境整備を推進す

るため、次年度の年休の計画

的付与制度について労使で

話し合いを始める前である

10月を「年次有給休暇取得促

進期間」として、計画的付与

制度の導入を促進していま

す。 

◆「働き方改革法」成立で

年休５日の強制付与が義務

化 

「働き方改革関連法」成

立に伴う労働基準法の改正

により、平成 31年４月か

ら、使用者は、年 10日以上

の年次有給休暇が付与され

るすべての労働者に対し、

毎年５日間について、時季

を指定して年次有給休暇を

与えることが必要となりま

した（ただし、計画的付与

制度などにより、労働者が

すでに取得した年次有給休

暇の日数分は、時季指定の

必要がなくなります）。 

◆年休取得率の低迷が背景 

これは、年次有給休暇の

取得率が低迷していて、い

わゆる正社員のうち約 16 ％
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